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スワールキッズ奈良教室 重要事項説明書 

 

当事業所は、放課後等デイサービス提供開始にあたり、当事業所の指定放課後等デイサービスに

ついて、次のとおり、説明いたします。 

 

１ 運営主体 

名 称 スワール合同会社 

所在地 京都府木津川市木津町瓦谷４１番地 

電話番号 070-8962-5537 

FAX 0742-31-5978 

代表者職氏名 代表社員 小川貴史 

 

２ 施設概要 

施設の種類 指定放課後等デイサービス事業所 

施設の名称 スワールキッズ奈良教室 

施設の所在地 奈良県奈良市帝塚山南５丁目１−３３ 

連絡先 電話：0742-31-2139  FAX:0742-31-5978 

管理者 福森奈々子 

児童発達支援管理

責任者 

福森奈々子 

利用定員 児童発達支援、放課後等デイサービス 10 名 

サービスの実施地

域 

奈良県全域、京都府南部 

主たる対象者 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害 

開設年月日 令和６年４月１日 

  

 

３ 施設の目的及び運営の方針 

  スワールキッズ奈良教室（以下「当事業所」という。）は、以下の運営の方針に従って、児

童が就学や将来の自立のために、日常生活又は集団生活を営むことができるよう、コミュニケー

ション力、生活スキル、社会性等の向上を図るための指導、その他の便宜を適切かつ効果的に行

います。 

（1） 当事業所は、関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細やかな

放課後等デイサービスを提供します。 

 

４ 設備の概要 

（1） 施設 

構造 木造瓦葺２階建て 

敷地面積 223.31㎡        

延べ床面積 110,12㎡ 

（2） 主な設備 

設備 部屋数 面積 備考 

指導訓練室 ３室 46.9㎡  

相談室兼多目的室 １室 9.7㎡  

静養室 1 室 1.6㎡  

洗面設備 1台 1 か所  

便所 2 室 2 か所  

  当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し上記の施設・設備を設置しています。 

 

５ 職員の職種、員数及び職務の内容 

職種 員数 職務内容 



 

 

管理者 １人 従業者及び業務の管理を一元的に行います 

児童発達支援管

理責任者 1人 

放課後等デイサービスの作成に関する業務、利用時の

心身の状況・福祉サービス利用状況等の把握ならびに

家族等への相談支援等を行います 

児童指導員また

は保育士 
５人 

児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導

及び集団生活への適応訓練を行います 

※上記職員の員数等は、厚生労働省令で定める基準を下回らない範囲で変動することがある。 

 

６ 営業日 

当事業所の営業日は月曜日から金曜日（ただし、年末年始、その他指定の日を除く。）とする。 

 

７ 営業時間及びサービス提供時間 

  当事業所の営業時間とサービス提供時間は、次のとおりとします。 

(1)営業時間：9:00-18:00 

 

（2）サービス提供時間：放課後等デイサービス 

  月〜金： 14:00-17:00 

学校休業日の長期休暇（春、夏、冬）：10:00-16:00 

 

８ サービス提供の内容 

  当事業所が提供する放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとします。 

（1）児童発達支援計画の作成 

（2）日常生活の基本的な動作の指導 

（3）集団生活への適応訓練 

（4）学習指導 

（5）児童及びその療育を行う者への相談及び助言 

（6）健康管理（欠席時における支援を含みます） 

（7）訪問支援 

（8）心理指導等特別支援 

（9）前各号に附帯する必要な訓練、療育、支援、相談、助言 

 

９ 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及び金額 

（1） 障害児通所給付対象サービス内容の料金 

事業者は、通所給付決定保護者に代わって放課後等デイサービスの提供に係る費用を支給決定市

町村に請求（法定代理受領）します。通所給付決定保護者から、児童福祉法の定める利用者負担

額の支払を受けるものとします。ただし、放課後等デイサービスの提供を行った月に他の事業所

による放課後等デイサービスの提供があった場合には、各事業所が受け取る利用者負担額の合計

が児童福祉法に定める利用者負担額を超えないよう調整した額の支払を受けるものとします。厚

生労働大臣が定める額は別表の通りです。毎月 1 か月分の報酬・加算単位を合計し、その単位数

に地域区分を乗じた数が総報酬額となります（小数点以下は切り捨て）。 

（2） その他支援の提供に要する実費徴収額等 

（1）に掲げる費用のほか、おやつ代(教材費を含む)として最大 300円を御負担いただきます。 

（2）お支払方法 

上記利用料金の支払いは、１か月ごとに計算し、翌月 15 日までに請求しますので、末日までに

以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

ア．下記指定口座への振り込み 

  南都銀行  木津支店 普通預金２２０５８９３ スワール合同会社 

  振込手数料はご負担下さい。 

イ．現金でお支払い 

ウ．金融機関口座からの自動引き落とし 

ご利用できる金融機関：南都銀行 

 

（3）利用の中止、変更、追加 



 

 

① 利用予定日の前に、利用者の都合により、通所支援計画で定めたサービスの利用を中止する

場合にはサービスの実施日の前々日 18時 00分までに事業者に申し出てください。 

② 利用予定日の前々日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、

別紙料金表のとおり、欠席時対応加算をお支払いいただく場合があります。 

 

10 児童の記録及び情報の管理等 

（1） 事業者は、法令に基づいて児童の記録及び情報を適切に管理し、児童またはその保護者

の求めに応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後 5 年間保管

します。 

※閲覧、複写ができる窓口業務時間は 11:00-17:00 です。 

（2） 児童及びその家族の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。但

し、サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町村及び関係機関に情

報提供を要請された場合は保護者の同意（「個人情報取扱同意書」による）に基づき情報提供を

いたします。 

 

11 事故及び緊急時の対応 

（1） 事故及び緊急時の対応方針 

  児童の事故及び病状急変等の緊急時は、別途提出いただく緊急連絡先申請書に記載されたか

かりつけ医療機関、緊急連絡先に連絡の上、迅速に対応します。 

（2） 当事業所の協力医療機関 

医療機関の名称 クレヨン小児科 

電話番号 0742-52-5023 

（3）損害賠償保険について 

保険名称 事業活動総合保険 

会社名 損害保険ジャパン株式会社 

保障内容 賠償責任 １事故 1億円 

 

12 非常災害対策 

非常時の対応 
別途定める消防計画や災害対応マニュアル等により対応いたしま

す。 

避難・備蓄用品 

・避難用リュック   有  ・備蓄米・食糧   有 

・ミネラルウォーター 有  ・懐中電灯     有 

・非常用電源     有  ・毛布       有 

緊急時の伝言方法 緊急時災害用伝言ダイヤルを用います。 

避難場所 県立奈良西養護学校（体育館）（帝塚山西二丁目 1‐1） 

 

13 虐待等の防止のための措置 

  事業所は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第２条各号に掲げる行為その他当

該障害児の心身に有害な影響を与える行為は行わない。また、障害児の人権の擁護、虐待の防止

等のため、苦情解決体制を整備するとともに、次の措置を講ずるものとする。 

（１）虐待の防止に関する責任者を選定し、設置すること。 

（２）事業所において、従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

（３）利用者に対する虐待の防止のための対策を検討するための委員会を定期的に開催するとと

もに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

 

14 苦情・要望等に係る相談窓口 

当事業所では、苦情・要望等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

当事業所相談窓口 ・苦情受付担当者 児童発達支援管理責任者 福森奈々子 

・苦情解決責任者 代表社員 小川貴史 

苦情・要望等の御相談は、直接又はお電話にて担当者までお申し出

ください。また、御意見箱も御利用ください。 

第三者委員 なし  



 

 

 

15 その他利用にあたっての留意事項 

禁止事項・制限事項 

 

・当事業所では、医師から処方された薬で保護者からの「与薬依頼

書」の提出がない限り、与薬は行いません。 

・他の利用者に対する一切の宗教活動、政治活動及び営利活動はお

止め下さい。 

・児童及びその家族からのお歳暮、お中元、お土産、お年始、差し

入れ等をスタッフが受領することは禁止させて頂いております。ま

た、事業所内では児童間及びその家族間の贈答品の交換についても

ご遠慮ください。 

・ご自身のお子様以外が映り込む撮影は、原則として禁止させてい

ただきます。お知り合いのお子様及びそのご家族様・スタッフを撮

影される場合は、事前に許可をとってください。 

・「住所」及び「利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記

載内容に変更があった場合は速やかに職員にお知らせください。ま

た、職員が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示

くださいますようお願いします。 

 

指定放課後等デイサービス提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いま

した。 

サービス提供開始予定日：      年     月    日 

説明日：      年     月     日 

 

               京都府木津川市木津町瓦谷 41 番地 

スワール合同会社 

 代表社員 小川貴史 

                    

 スワールキッズ奈良教室 

 

                           説明者：             

 

私は、本書面ならびに別表に基づき、あらかじめ事業者から指定放課後等デイサービス提供及び

利用について重要事項の説明を受け、当該サービスの提供の開始に同意しました。 

 

     年   月   日 

 

保護者住所：                

保護者氏名：              印 

      児童氏名：                  

  児童から見た続柄：                  

 

 

 

 

 

 

 

別表 



 

 

注；左欄に○のある加算を当事業所で算定しています。※のある加算は実績に応じて算定いたし

ます。概算金額は各単位数に事業所所在地の地域区分（10.36 ）を乗じて小数点以下を切り下げ

た金額を、自己負担額は概算金額の 1 割の金額を目安として掲載しております。端数処理等の関

係で実際の請求金額とは異なる場合があります。 

 

 

該当 報酬・加算

名 
支払を求める理由 金額 

 

 

 

 〇 

放課後等デ
イサービス 
授業終了後
に行う場合/
学校休業日
に行う場合 

個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時

間に応じて算定される基本報酬です。 

区分 1：30分以上～1時間 30分以下 

区分 2：1時間 30分超～3時間以下 

区分 3：3時間超～5時間以下（学校休業日の

み算定可） 

重度心身障害児を除く障害児/定員10名/の場

合 

（区分 1） 

574単位 

5,946円/利用 

自己負担額 594円 

（区分 2） 

609単位 

6,309円 

自己負担額 630円 

（区分 3） 

666単位 

6,899円 

自己負担額 689円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〇 

児童指導員

等配置加算

（児童指導

員等） 
常時見守りが必要な児童への支援や保護者に

対する支援方法の指導を行う等、支援の強化

を図るため、給付費の算定に必要となる従業

者数に加えて、1 名以上を配置している事業

所に対して報酬上の評価を行うための加算で

す。 

 

（常勤専従・経験

5 年以上） 

187単位 

1,937円/利用 

自己負担額 193円 

（常勤専従・経験

5 年未満） 

152単位 

1,574円/利用 

自己負担額 157円 

（常勤換算・経験

5 年以上） 

123単位 

1,274円/利用 

自己負担額 127円 

（常勤換算・経験

5 年未満） 

107単位 

1,108円/利用 

自己負担額 110円 

 

児童指導員

等配置加算

（その他の

従業者） 

（その他の従業

者） 

90単位 

932円/利用 

自己負担額 93円 



 

 

 

○ 

 

 専門的支援

体制加算 

専門的支援を必要とする児童のため専門職の

配置をしている事業所について、給付費の算

定に必要となる従業者数に加えて、1 名以上

を配置している事業所に対して報酬上の評価

を行うための加算です。 

 

 

 

専門人材による個別・集中的な支援の計画的

な実施を行う加算です。利用日数に応じて、

算定限度回数が定められています（放デイは

2回～6回）。 

123単位 

1,274円/利用 

自己負担額 127円 

 

 

※ 

専門的支援

実施加算 

150単位/回 

1,554円/利用 

自己負担額 155円 

 

福祉専門職

員等配置加

算（Ⅰ） 

 

福祉専門職を配置することにより、サービス

の質を向上させる取組を行っている事業所を

評価する加算です。常勤職員における社会福

祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心

理師の割合が 35%以上の事業所は（Ⅰ）、同割

合が 25%以上の事業所は（Ⅱ）を、また常勤

職員の割合が 75%以上の事業所又は勤続年数

が 3 年以上の常勤職員が 30%以上の事業所は

（Ⅲ）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

15単位 

155円/利用 

自己負担額 15円 

 

福祉専門職

員等配置加

算（Ⅱ） 

10単位 

103円/利用 

自己負担額 10円 

 

 

 

   
福祉専門職

員等配置加

算（Ⅲ） 

6単位 

62円/利用 

自己負担額 6円 

 

 

※ 送迎加算 
居宅等と事業所の間の送迎を行った際に算定

される加算です。 

54単位/片道 

559円/日 

自己負担額 55円 

 

 

※ 通所自立支

援加算 

学校・居宅等と事業所間の移動について、自

立して通所が可能となるよう、職員が付き添

って計画的に支援を行った場合に算定される

加算です。算定開始から 3 月が限度です。 

60単位 

621円/回 

自己負担額 62円 

 

※ 欠席時対応

加算 

予定されていた通所日を欠席する場合、通所

日の 2 営業日前以降にご連絡をいただいた場

合に加算されます。 

1 か月に 4回が限度です。 

94単位 

973円/回 

自己負担額 97円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 
延長支援加

算 

一定の時間区分を超えた時間帯の支援につい

て、預かりニーズに対応した延長支援として

算定される加算です。なお、延長 30分以上 1

時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時

間が計画よりも短くなった場合に限り算定さ

れます。 

重度心身障害児を除く障害児/定員10名/の場

合 

（延長１時間以上

２時間未満） 

92単位 

953円 

自己負担 95円 

（延長 2 時間以

上） 

123単位 

1,274円 

自己負担 127円 

（延長 30 分以上 1

時間未満） 

61単位 

631円 

自己負担 63円 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 

家族支援加

算 

児童発達支援計画に基づき、あらかじめ保護

者の同意を得て、居宅や事業所内等で本人、

家族等に対する相談援助等を行った場合に加

算されます。 

（Ⅰ）は入所児童の家族（きょうだいを含

む）に対して個別に相談援助等を行った場合

に算定される加算です。 

（Ⅱ）は入所児童の家族（きょうだいを含

む）に対してグループでの相談援助等を行っ

た場合に算定される加算です。 

それぞれ、1か月に 4回が限度です。 

 

【Ⅰ】 

（居宅を訪問/所

要時間 1 時間以

上） 

300単位 

3,108円 

自己負担 310円 

（居宅を訪問/所

要時間 1 時間未

満） 

200単位 

2,072円 

自己負担 207円 

（事業所等で対

面） 

100単位 

1,036円 

自己負担 103円 

（オンライン） 

80単位 

828円 

自己負担 82円 

【Ⅱ】 

（事業所等で対

面） 

80単位 

828円 

自己負担 82円 

（オンライン） 

60単位 

621円 

自己負担 62円 

   

 

 

※ 

子育てサポ

ート加算 

児童発達支援計画に基づき、あらかじめ保護

者の同意を得て、家族の障害特性への理解と

養育力の向上につなげる観点から、家族が支

援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を

踏まえたこどもへの関わり方等を学ぶことが

できる機会を提供した場合に加算されます。 

80単位/回 

828円 

自己負担額 82円 



 

 

1 か月に 4回が限度です。 

   

 

 

 

 

 

 

※ 関係機関連

携加算 

(Ⅰ)は児童が通う保育所や学校等と連携して

支援計画の作成等を行った場合に算定される

加算です（月に 1回まで）。 

(Ⅱ) は保育所や学校等とⅠ以外で情報連携

した場合に算定される加算です（月に 1 回ま

で）。 

(Ⅲ)は児童相談所、医療機関等と情報連携し

た場合に算定される加算です（月に 1 回ま

で）。 

(Ⅳ)は就学先の学校や就職先の企業等との連

絡調整等を行い、児童の状態や支援方法を文

書で渡した際に算定される加算です（1 回ま

で）。 

(Ⅰ) 

250単位 

2,590円/回 

自己負担額 259円 

（Ⅱ） 

200単位 

2,590円/回 

自己負担額 259円 

（Ⅲ） 

150単位 

1,554円/回 

自己負担額 155円 

（Ⅳ） 

200単位 

2,072円/回 

自己負担額 207円 

   

 

 

 

 

※ 

事業所間連

携加算 

セルフプランで複数事業所を併用する児童に

ついて、事業所間で連携し、こどもの状態や

支援状況の共有等の情報連携を行った場合に

算定される加算です。 

(Ⅰ)はコーディネートの中核となる事業所と

して、会議を開催する等により事業所間の情

報連携を行うとともに、家族への助言援助や

自治体との情報連携等を行った場合（月に 1

回まで）。 

(Ⅱ) はⅠの会議に参画する等、事業所間の

情報連携を行い、その情報を事業所内で共有

するとともに、必要に応じて個別支援計画の

見直しを行うなどにより支援に反映させた場

合（月に 1回まで）。 

(Ⅰ) 

500単位 

5,180円/回 

自己負担額 518円 

（Ⅱ） 

150単位 

1,554円/回 

自己負担額 155円 

 

 

※ 
自立サポー

ト加算 

高校生（２年生・３年生に限る）について、

学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企

業等と連携しながら、相談援助や体験等の支

援を計画的に行った場合に算定される加算で

す。月２回が限度です。 

100単位 

1,036円/回 

自己負担額 103円 

 

 

 

 

※ 
保育・教育

等移行支援

加算 

保育所等への移行に向けた取組を推進する観

点から、保育・教育等移行支援加算につい

て、保育所等への移行前の移行に向けた取組

等についても評価を行う加算です。 

①退所前に移行に向けた取組（※）を行った

場合（2回を限度） 

※移行先への助言援助や関係機関等との移行

に向けた協議等 

②退所後に居宅等を訪問して相談援助を行っ

た場合（1回を限度） 

③退所後に保育所等を訪問して助言・援助を

行った場合（1回を限度） 

①  

500単位 

5,180円/回 

自己負担額 518円 

②  

500単位 

5,180円/回 

自己負担額 518円 

③  

500単位 

5,180円/回 

自己負担額 518円 

 

※ 

利用者負担

上限額管理

加算 

利用者負担額の上限額管理事務を行った事業

者に算定される加算です。 

150単位 

1,554円/月 

自己負担額 155円 



 

 

   

 

 

 

 

 

  ※ 
強度行動障

害児支援加

算 

(Ⅰ)は強度行動障害支援者養成研修（実践研

修）を修了した職員を配置し、強度行動障害

を有する児童（児基準２０点以上）に対し

て、支援計画を作成し当該計画に基づき支援

を行った場合に算定される加算です。 

(Ⅱ) は強度行動障害支援者養成研修（中核

的人材養成研修※）を修了した職員を配置

し、強度行動障害を有する児童（児基準３０

点以上）に対して、支援計画を作成し当該計

画に基づき支援を行った場合に算定される加

算です。 

(Ⅰ) 

200単位 

2,072円/利用 

自己負担額 207円 

(Ⅱ) 

250単位 

2,590円/利用 

自己負担額 259円 

※加算開始から 90

日以内の期間は、

プラス 

500単位 

5,180円/回 

自己負担額 518円 

 

 

 

※ 

 

集中的支援

加算 

状態が悪化した強度行動障害を有する児童に

対し、適切なアセスメントと有効な支援方法

の整理をともに行い、環境調整を進めた場合

に算定される加算です。 

(Ⅰ)は広域的支援人材が事業所を訪問し、集

中的な支援を行った場合、3 月以内の期間に

限り 1 月に 4 回を限度として算定される加算

です。 

(Ⅱ) は障害児入所施設等が、集中的な支援

が必要な利用者を他の障害福祉サービスまた

は障害者支援施設等から受入れ、利用者に対

して集中的な支援を行った場合、3 月以内の

期間について、1 日につき所定単位数を算定

される加算です。 

(Ⅰ) 

1000単位 

10,360円/回 

自己負担額 1,036

円 

（Ⅱ） 

500単位 

5,180円/回 

自己負担額 518円 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 個別サポー

ト加算 

より手厚い支援を必要とするケアニーズの高

い児童について、その支援を評価するために

算定される加算です。 

（Ⅰ）①はケアニーズの高い障害児に対して

支援を行った場合に算定される加算です。 

（Ⅰ）②は強度行動障害者養成研修（基礎研

修）修了者を配置し支援を行った場合に算定

される加算です。 

（Ⅱ）は要保護児童・要支援児童に対し、児

童相談所やこども家庭センター等と連携（支

援の状況等を６月に１回以上共有）し支援を

行った場合に算定される加算です。 

（Ⅲ）は不登校状態にある障害児に対して、

学校との連携の下、家族への相談援助等を含

め、支援を行った場合に算定される加算で

す。 

 

 

（Ⅰ）① 

90単位/日 

932円/利用 

自己負担 93円 

（Ⅰ）② 

120単位/日 

1,243円/利用 

自己負担 124円 

（Ⅱ） 

150単位/日 

1,554円/利用 

自己負担額 155円 

（Ⅲ） 

70単位/日 

725円/利用 

自己負担額 72円 

 

 

 

 

 

〇 

福祉・介護

職員等処遇

改善加算 

福祉・介護人材の処遇改善事業における助成

金の効果を継続する観点から当該助成金を円

滑に報酬に移行することを目的とした加算で

す。 

（Ⅰ） 

総 算 定 単 位

×134/1000 

（Ⅱ） 

総 算 定 単 位

×131/1000 

（Ⅲ） 



 

 

総 算 定 単 位

×121/1000 

（Ⅳ） 

総 算 定 単 位

×98/1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


